
就労移行支援事業所による
就労アセスメント実施マニュアル
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第１章 就労アセスメントの実施にむけた準備について

１．はじめに
（１） 本マニュアルの活用目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

（２） 就労アセスメントの実施上の留意点について・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

（３） 就労アセスメントの基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

（４） 就労アセスメントの期間設定の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

２．本マニュアルについての留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

３．就労アセスメントにおけるそれぞれの役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

４．就労アセスメントの実施にあたっての事前準備
（１） 総合記録票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

（２） 就労アセスメント結果票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

（３） 就労系障害福祉サービスの説明資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３

（４） 一般就労の支援内容等を説明する資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

（５） 作業日誌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

（６） 就労アセスメントのための作業課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

（７） 就労アセスメント実施前の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

第２章

「導入期アセスメントの実施手順と観察のポ
イント」

第３章

「適応期アセスメントの実施手順と観察のポ
イント」

第４章

「実践期アセスメントの実施手順と観察のポ
イント」

第５章

「就労アセスメント結果の取りまとめ方法」

第６章

「Q＆A」

第１章

「就労アセスメントの実施にむけた準備につい
て」
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第２章 導入期アセスメントの実施手順と観察のポイント

１．就労アセスメント初日
（１）就労アセスメント初日の実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５

（２）＜作業能力確認＞①の作業課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６

（３）初日の＜面談＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６

２．導入期のアセスメント
（１）導入期の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

（２）＜作業能力確認＞②のアセスメントポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

（３）＜作業能力確認＞②の作業課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８

（４）＜作業能力確認＞②の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８

３．導入期の＜面談＞
（１）導入期の＜面談＞の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９

（２）導入期の＜面談＞で確認する項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９

（３）導入期の＜面談＞の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１

（４）家庭との連絡体制の構築について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１

（５）期間中の生活面の支援例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２

４．＜事業所内評価会議＞第１週目
（１）＜事業所内評価会議＞第１週目の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３

（２）具体的な検討事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３

（３）検討のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４

（４）＜事業所内評価会議＞にむけたアセスメントのポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

第１章

「就労アセスメントの実施にむけた準備につい
て」

第３章

「適応期アセスメントの実施手順と観察のポイ
ント」

第４章

「実践期アセスメントの実施手順と観察のポイ
ント」

第５章

「就労アセスメント結果の取りまとめ方法」

第６章

「Q＆A」

第２章

「導入期アセスメントの実施手順と観察の

ポイント」
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第３章 適応期アセスメントの実施手順と観察のポイント
１．適応期のアセスメント＜作業能力確認＞③

（１）＜作業能力確認＞③の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５

（２）＜作業能力確認＞③の作業課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５

２．適応期の＜面談＞
（１）適応期の＜面談＞の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７

（２）適応期の＜面談＞で確認する項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７

３．適応期のアセスメント＜作業能力確認＞④
（１）＜作業能力確認＞④の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

（２）＜作業能力確認＞④のアセスメントポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８

（３）＜作業能力確認＞④の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９

第１章

「就労アセスメントの実施にむけた準備につい
て」

第２章

「導入期アセスメントの実施手順と観察のポイ
ント」

第５章

「就労アセスメント結果の取りまとめ方法」

第６章

「Q＆A」

第４章 実践期アセスメントの実施手順と観察のポイント
１．＜企業等実習＞ ～実施にあたっての準備～

（１）＜企業等実習＞の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

（２）＜企業等実習＞の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

（３）＜企業等実習＞での利用者への聞き取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

２．＜企業等実習＞～観察方法と取りまとめ～
（１）地域の就労に関する情報の収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１

（２）＜企業等実習＞における家庭との連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１

（３）＜企業等実習＞のアセスメントポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１

（４）＜企業等実習＞の取りまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

（５）＜企業等実習＞の終了後の記録の整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

第３章

「適応期アセスメントの実施手順と観察の

ポイント」

第４章

「実践期アセスメントの実施手順と観察の

ポイント」
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第５章 就労アセスメント結果の取りまとめ方法
１．＜事業所内評価会議＞（第４週目）

（１）＜事業所内評価会議＞（第４週目）の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

（２）具体的な検討事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３

（３）就労アセスメント結果票の記載方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８

２．アセスメント会議
（１）アセスメント会議の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０

（２）アセスメント会議のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１

（３）アセスメント会議終了後の結果の報告について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２

（４）個人情報の保護について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２

第６章 Ｑ＆Ａ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３

第１章

「就労アセスメントの実施にむけた準備につい
て」

第２章

「導入期アセスメントの実施手順と観察のポイ
ント」

第３章

「適応期アセスメントの実施手順と観察のポイ
ント」

第４章

「実践期アセスメントの実施手順と観察のポイ
ント」

第５章

「就労アセスメント結果の取りまとめ方法」

第６章

「Q＆A」
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本マニュアルは、「障害者就業・生活支援センターモデル事業（平成２４年度～平成２６年度）」等を参
考に作成しました。
＜モデル事業実施センター＞

・障害者就業・生活支援センター ＺＡＣ（埼玉県東松山市）
・障害者就業・生活支援センター 香取就業センター（千葉県香取市）
・障害者就業・生活支援センター しゅーと（鳥取県米子市）
・浜田障害者就業・生活支援センター レント（島根県浜田市）

＜参考＞
・平成２１年度障害者自立支援調査研究プロジェクト
「障害者の働く力と働く支援量尺度のあり方に関する研究」社会福祉法人全国社会福祉協議会
「職業能力評価並びに進路指導等のケアマネジメント体制構築に関する研究事業」

社会福祉法人南高愛隣会（コロニー雲仙）
「障害者の一般就労に向けた就労判定基準に関する調査研究事業」みずほ情報総研株式会社
・平成２２年度障害者総合福祉推進事業
「就労支援・雇用（生活介護・就労移行・就労継続）のあり方の議論に資するための就労支援等の実

態及び課題の整理」特定非営利活動法人福祉ネットこうえん会
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター 調査研究報告書
「精神障害者等を中心とする職業リハビリテーション技法に関する総合的研究（最終報告書）」
「就労移行支援のためのチェックリスト」



(1) 本マニュアルの活用目的

このマニュアルは就労継続支援Ｂ型事業の利用希望者に対して就
労移行支援事業所が行う就労面のアセスメント（以下「就労アセスメ
ント」と言います。）の具体的な手順や方法を提示しています。

１．はじめに

① 障害者がそれぞれに最も適した「働く場」に円滑に移行
できるようにするための支援

・ 適切な障害福祉サービスの利用に向けた支援

・ 一般就労への移行に向けた支援

② 障害者がそれぞれの「働く場」で安定して働き続けられ、
働く力を伸ばしていけるようにするための支援

・ 生活面の課題の解決に向けた支援

・ 就労能力の向上に向けた支援

こういった支援は、支援対象者の就労能力や生活の状
況を踏まえて行われる必要があるため、支援の開始にあ
たって、支援対象者の就労面や生活面に関する情報をア
セスメントにより把握しておくことが不可欠です。

アセスメントにより把握された情報は、一連の就労支
援が行われる中で、各機関によって共有・更新され、長
期間にわたって活用されることとなります。

※「各支援機関の連携による障害者就労支援マニュア
ル」より抜粋

障害者の就労支援とアセスメント

適
応
期

実
践
期

結
果

Ｑ
＆
Ａ

準
備

導
入
期

(2) 就労アセスメントの実施上の留意点について

就労アセスメントを実施する際の留意点を以下にまとめ
ました。

● 利用者に対する就労支援を行うに当たって必要な情報を
把握し、利用者のニーズに応じたサービス等利用計画・個
別支援計画を作成する際に役立つ就労面や生活面の情報を
提供できるようにアセスメントを行ってください。

● 利用者の就労上の課題のみに着目するのではなく、利用
者の将来的な就労能力の伸び（成長力）をアセスメントした
うえで、結果を利用者や保護者に必ず伝えてください。

● 単に通所の体験をしたり、作業観察のみに留まるのではな
く、利用者に対して一般就労の意義や具体的な事例を知る機
会を提供するとともに、一般就労や定着を支える支援機関に
ついても情報提供を行い、一般就労への理解が促進される機
会を必ず設定してください。
就労継続支援Ｂ型事業の利用を希望している利用者に対

して、将来の一般就労への移行などの参考となる指針を得ら
れる機会となるよう、アセスメントやカリキュラムの工夫を
行ってください。

● 就労アセスメントは、就労継続支援Ｂ型利用の「可否」
を判定するためのものではありません。サービス等利用計画
の作成や市区町村が行う支給決定の参考になりますので留意
して下さい。そのため、利用者の本来のニーズや就労の可能
性に着目したアセスメントを実施してください。

● 就労アセスメントは、単に一般就労が可能かどうかを判
定するためのものではありません。利用者自身の持つ「働く
力」に着眼して、今後の就労支援に活用できるアセスメント
を行ってください。

留意点

第１章 就労アセスメントの実施にむけた準備について

第１章 就労アセスメント実施にむけた準備について
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就労アセスメントの標準的な実施期間は約１カ
月間です。

複数の作業を経験したうえでの比較や、時間

の経過による変化の観察、面談等を行い、利用
者の就労能力の伸び（成長力）、長所や課題を
把握するために必要な期間として想定していま
す。

就労アセスメントの期間設定の考え方(3) 就労アセスメントの基本的考え方 (4)

適
応
期

実
践
期

就労アセスメント プログラム例

「働く力」と「生活の力」は並行はしません。就労アセスメントは一
般就労の可能性を、一定の基準を設けて「判定」するものではあ
りません。

働く力が
とてもある

働く力に
サポートが必要

暮らす力が
とてもある

暮らす力に
サポートが必要

高い

低い

就職（一般就労）非就職

暮ら
す力

働く力

地域で働くためには、生活面が安定することが重要と考えられ、
将来、相談支援事業所など支援機関と連携しながら利用者が働
き・暮らすことをイメージしてアセスメントを行う必要があります。

それぞれの人に
ニーズに応じた、
働く力を最大限発
揮できる場の検討

就労アセスメント
の誤った考え方
就労アセスメント
の誤った考え方

導
入
期

準
備

Ｑ
＆
Ａ
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第１章 就労アセスメント実施にむけた準備について



２．本マニュアルについての留意点

このマニュアルは、「就労アセスメントプログラム（１カ月間）：
例」（次ページ参照）に沿って説明していきます。

アセスメント期間（１カ月間）を以下の３段階に分けており、そ
れぞれの段階ごとの目的や課題に応じたアセスメントを行って
いくように設定しています。

また、それぞれの段階で、どのようなアセスメントの観察ポイ
ントがあるかが理解できるように説明をしています。

●「導入期」（第１週目）
●「適応期」（第２～３週目）
●「実践期」（第４週目）

アセスメントの３段階

適
応
期

実
践
期

このマニュアルは初日から時系列に
それぞれのプログラムの実施に向け
た方法と留意点を取りまとめています。

初日から順番に時系列
で説明しています。

プログラムごとに留意
点を説明しています。

３段階で説明して
います。

導
入
期

Ｑ
＆
Ａ
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第１章 就労アセスメント実施にむけた準備について



就労アセスメントプログラム（1カ月間）：例

Ⅰ 導入期

① 生活面の情報収集

② 緊張度・健康状況
の把握

③ 初期段階での作業

Ⅱ 適応期

① 作業の習熟度の
把握

② 就労面の課題に対
する支援効果の確認

③ 環境に慣れた後の
周囲や作業に対する
姿勢や態度の把握・
確認

Ⅲ 実践期

① 最終的な進路希望
の把握

② 就労面のアセスメ
ントにかかる各項目
の最終チェック

③ アセスメント結果の
報告

【初 日】 第１週目 第２週目 第３週目 第４週目

午
前

２Ｈ

導入期 実践期

＜面談＞
※就労移行支援事業

所利用の説明

※アセスメント日程の

説明

※ 一般就労に向けた

説明

＜作業能力確認＞

①
※利用者が取り組みや

すい作業から開始

＜面談＞
※今日の感想、不安に感

じていることがないかな

どを確認

※翌日のスケジュールを

伝達

＜事業所内評価会議＞

（第１週目）
※具体的状況の共有

※就労移行支援事業所全

体での検討

＜企業等実習＞

※企業に協力を得て、職

場実習の実施

※職場実習が困難な場合、

企業に近い環境を設定

※感想や今後の希望等に

ついて聞き取り

※各段階における

重点チェック事項

＜作業能力確認＞

②
※集団での作業等を設定

※重点アセスメント項目、

支援方法等を検討

＜面談＞
※総合評価票の記入

※必要に応じて、保護者等

へ聞き取り

＜作業能力確認＞

③
※時間の経過に伴う変化

や周囲との対人関係の

把握

※複数の作業課題を設定

＜作業能力確認＞

④
※時間の経過に伴う変化

の把握

※支援効果の確認

※支援内容の振り返り

＜事業所内評価会議＞

（第４週目）
※アセスメント結果の共有

※就労移行支援事業所全体

での検討

※アセスメント結果の取りま

とめ

＜アセスメント会議＞
※利用者、保護者、各支援

機関に対して、アセスメント

結果の報告と共有、確認

適応期

＜面談＞
※総合記録票の記入

※支援の効果等の確認と

振り返り

＜作業能力確認＞

④

午
後

２Ｈ
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３．就労アセスメントにおけるそれぞれの役割

就労アセスメントを実施する際には、管理者の下、サービス管理
責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員等の職員全体で
取り組むことが望ましいと考えられます。

各職員がアセスメントに向けた役割をそれぞれ担当することによ
り、継続的に複数の視点からアセスメントできるため、より目的に
そったアセスメントが可能となり、また、それぞれの担当者にアセ
スメントの比重や負担が偏りすぎることを防ぐことができます。

各担当者の役割分担（例）は以下のとおりです。

●管理者（全体の調整者）
・就労アセスメントにかかる管理・統括
・就労アセスメントの実施に係る全体的な連
絡調整・総括

●サービス管理責任者
・各担当者の業務分担の調整

・就労アセスメントのための「個別支援計
画」の作成

●生活支援員
・自施設内における利用者の生活面のアセス
メントの実施・記録

・家族や特別支援学校教諭等からの聞き取り
や総合記録票による普段の生活面のアセス
メントの実施

●就労支援員

・家族や特別支援学校等からの聞き取
りや作業面のアセスメントの実施

・一般就労や一般就労を支える支援内
容の情報提供
・進路希望の把握
・就労アセスメントの実施の際に施設
外支援を行う場合は、実習先（企業
等）への連絡や調整
・企業での作業指導や作業観察の実施

●その他（各職員で役割分担する項目）

・最終的な就労アセスメント結果を検討
する際の資料（総合記録票・アセスメ
ント結果票）の作成

●職業指導員
・自施設内における利用者の作業場面の

観察等による作業面のアセスメントの実
施・記録

・作業日誌の記録

適
応
期

実
践
期

準
備

導
入
期

Ｑ
＆
Ａ
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４．就労アセスメントの実施にあたっての事前準備

(1) 総合記録票

本マニュアルにおいて、例として添付している「総合
記録票」は、利用者の進路希望や普段（家庭や利用者
が所属する機関（特別支援学校等））の様子等を事前
に確認する目的や、アセスメント期間中に把握された
利用者のアセスメント結果を記録する目的で作成して
います。

利用者や保護者が、就労面の進路希望や日常生活の様子を
記入することで、将来の希望進路等について、改めて考える
きっかけとなるように作成しています。

● 利用者自身や保護者が就労に関して考えるきっかけとなる

事前に情報を収集するのみでなく、アセスメント期間中の＜
面談＞などの時間に評価者が利用者と一緒に面談しながら作
成や確認をしていくことも可能です。

事前情報の確認や、作成の過程での相互理解の促進のため
にも活用できます。

● アセスメント期間中に利用者と一緒に考えながら記入できる ● 利用者の状況に応じて必要な項目（用紙）を選択できる

総合記録票の用紙ごとに趣味などの日常生活から作業能力な
ど各項目に分かれているため、利用者のニーズや興味、支援者
との信頼関係の度合いに応じて、活用する質問項目（シート）や
作成するシートの順番を自由に変更したり、必要なシートを選択
して必要なものだけ活用することが可能です。

● 利用者自らが記入することも可能な質問・選択形式のシート

質問形式の多くを選択式とし、利用者・保護者による記入を容
易にしています。

また、評価者が作成する際にも、利用者から情報収集しながら
容易に記入でき、支援経験が短い評価者等でも聞き漏れがない
ように工夫しています。

「総合記録票」は以下の特長を重視して作成
しました。

各地域に応じた独自の記録票を作成する際
の参考にしてください。

適
応
期

実
践
期

総合記録票 総合記録票

Ｑ
＆
Ａ

準
備

導
入
期
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(2)

就労アセスメントの結果を取りまとめる用紙を、本マニュ
アルでは「就労アセスメント結果票」と呼びます。

利用者の情報を整理し、また、利用者や保護者へのアセ
スメントの結果を報告する時や、各支援機関において情報
共有のために活用することができます。

●「アセスメント結果の取りまとめ・整理ができる」

アセスメントの結果を取りまとめ、整理するために作成しています。

●「利用者が結果を視覚的に確認できる」

利用者がアセスメント結果票を見て、利用者自身の就労に関する
各項目の長所や課題を視覚的に理解できるように作成しています。

また、進路先において、利用者自身が成長していくべき目標を理
解しやすくなるように作成しています。

●「アセスメント結果を支援機関同士で共有できる」

就労アセスメント結果として相談支援事業所がサービス等利用計
画作成の参考とすることはもとより、利用者の進路先等において個
別支援計画を作成する際の参考とすることができます。

また、利用者を支援する各支援機関で情報共有することで有効な
連携体制を構築できます。

就労アセスメント結果票

「就労アセスメント結果票」は以下の特長を重視し
て作成しました。

各地域に応じた独自の結果票を作成する際の参
考としてください。

適
応
期

実
践
期

就労アセスメント結果票

準
備

導
入
期

Ｑ
＆
Ａ
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(3) 就労系障害福祉サービスの説明資料

就労アセスメント初日は、利用者が進路の選択を
する上での参考となるように、自事業所の説明のほ
か、「就労移行支援事業」・「就労継続支援事業（A
型・Ｂ型）」のサービス内容を説明する時間を設定し
ます。各就労移行支援事業所で資料を作成する際に
は、下図（厚労省ホームページに掲載）を参考にして
ください。

一般就労に関する定着支援も含めた支援内容や
就労支援機関についての理解を促進するための資
料として、一般就労で働く様子や支援の様子が分か
るＤＶＤ映像の閲覧（例：ジョブコーチ支援に関するＤ
ＶＤ等）や事例紹介（就労移行支援事業所利用後、
一般就労した利用者の事例）等を想定しています。

(4) 一般就労の支援内容等を説明する資料

アセスメント期間中、利用者や保護者との連絡を円
滑にし、一日のアセスメントが終了した後の家庭での
利用者の様子を把握することもできる作業日誌（連絡
ノート）を活用することを想定しています。

利用者が就労移行支援事業所で行った作業や周囲
の環境に対してどのような感想を持っているか、疲労
や健康の度合いによる変化の有無、 利用者や保護者

がどのような認識でアセスメントに臨み、どのように自
己評価しているか等を把握するために活用できます。

作業日誌(5)

利用者が期間中に取り組む作業課題を設定します。
本マニュアルでは、作業課題をイメージしやすくするた

め、ワークサンプル幕張版（ＭＷＳ）を例示しました。
作業課題を設定する際の参考としてください。

就労アセスメントのための作業課題(6)

ワークサンプル幕張版（MWS）は、
OA作業、事務作業、実務作業に大別

される１３種類の作業課題から構成さ
れたワークサンプルです。

適
応
期

実
践
期

作業日誌例

準
備

導
入
期

Ｑ
＆
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(７)

適
応
期

実
践
期

● アセスメントの日程や実施期間について、市町村、
相談支援事業所、必要に応じて支援機関（特別支援
学校等）と調整する必要があります。

● 暫定支給決定期間内でアセスメント会議までの日
程を事前に決めておくことで、保護者や各関係機関の
職員の参集が容易となります。

就労アセスメント実施前の調整

就労アセスメント実施前に事前に決めておくべき
こととして、以下の点があります。

●月 ●月 ●月●月 ●月 ●月

利用者

相談支援
事業所

就労移行
支援事業所

就労アセ
スメント
期間

就労移行支援利用期間

暫定支給決定期間

市町村に
Ｂ型事業の
利用相談

相談支援事業所
で就労アセスメン

トの相談

相談支援事業所で
希望する障害福祉
サービスの利用相

談

個別支援計画
の作成

結果取りまとめ
期間

利用者からの相談・就労アセスメントの
ためのサービス等利用計画案作成

利用者からの相談・
サービス等利用計画案作成

アセスメ
ント会議

モニタリング

障害福祉サービス
の利用開始

全体スケジュール例

就労アセスメントが各地域で円滑に行われるように
するためには、自治体・協議会が中心となり、各関係
機関の連携体制の構築を検討、推進していくことも考
えられます。

準
備

導
入
期

Ｑ
＆
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アセスメント会議・
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結
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利用手続きに
関する相談

利用手続きに
関する相談
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